
 応募資格 次の４つの条件すべてを満たす⽅

 

    １

旭川市内に居住，
⼜は通勤・通学し
ている⽅

任  期 令和６年５⽉１⽇から令和８年４⽉３０⽇まで（２年間）

意⾒を述べる⽅法について⼀緒に考えませんか

市⺠参加とは？
 「市⺠参加」とは，市が⾏う施策に対し，市⺠が⾃らの考えを反映させるた
め，意⾒を述べたり，提案したりする⾏為を指します。
 市⺠参加の⼿法には，意⾒提出⼿続（パブリックコメント）のほか，意⾒交換
会や委員会の開催，アンケートやワークショップなどがあります。

募集期間 ２⽉１５⽇（⽊）から３⽉１５⽇（⾦）まで

公

旭川市市⺠参加推進会議

市⺠参加推進会議の役割
 市⺠参加推進会議は，学識経験者，市⺠団体等から推薦，公募により１２名程
度で構成され，市が⾏う市⺠参加の取組を市⺠⽬線から評価・検証し，市⺠参加
を更に充実させるための⼿法について審議しています。

募集⼈数 ６⼈（原則，男性３⼈，⼥性３⼈）

    ２

�令和６年５⽉１⽇
�現在の年齢が１８��
�歳以上の⽅

����������������３

本市の附属機関や懇
談会等に３つ以上就
任していない⽅

４

本市の市議会議員
及び職員でない⽅

報酬 会議への出席１回あたり７，７００円（所得税等を源泉徴収します。）

委募 員 集募
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応募⽅法
別紙の「応募⽤紙」を提出してください。
記載事項 必要事項（⽒名・性別・⽣年⽉⽇・住所・連絡先），

�応募動機や市⺠参加への意⾒(６００字程度)を記⼊してください。
提出⽅法 持参，郵送，電⼦メールのいずれか

�※応募⽤紙は，旭川市のホームページからダウンロードができます。

選考
⽅法

応募者が募集⼈員を超えた場合は，選考委員会で応募書類を
��基に選考し，決定します。

他の附属機関や懇談会等に在任していない⽅を優先して選任
��します。

選考結果は，応募者全員に書⾯でお知らせします。

その他

会議の開催は年５回程度で，１回の会議はおよそ２時間程度
��です。

会議は平⽇の夜間（午後６時３０分頃から）市役所内会議室
��での開催を予定しています。

応募・お問合せ
旭川市⼥性活躍推進部⼥性活躍推進課
〒０７０−８５２５ 
旭川市７条通９丁⽬�旭川市総合庁舎６階
電話   ：２５−９７８５
FAX  ��：２４−７８３３
電⼦メール：shiminsanka@city.asahikawa.lg.jp

前期の会議に参加された⽅の感想

 学⽣の⽴場で若者として
意⾒を発⾔していました
が，委員の皆さんが賛同し
ていただいたのでとてもや
りやすく楽しく委員を務め
ることができた。

 皆さんの考え，意⾒
を聞ける会議で参加す
ることが楽しく，雰囲
気も重く感じることな
く参加できた。 市政に参加出

来る⾃信や喜び
を感じた。

 ２年の任期で，１年⽬
は委員皆さん緊張してい
た様⼦でしたが，２年⽬
は活発に意⾒交換できて
良かった。

 職種や年代，性別の違っ
た⽅が集まり，１⼈ひとり
が発⾔することで多くの視
点が集まり，「良い」「悪
い」「正しい」「間違い」
もなく話を聞けたことが良
かった。

⼆次元コード


